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令和８年第１回大崎町議会臨時会会議録（第１号） 
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午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（４番，５番） 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 行政報告 

日程第 ４ 議案第 １号 大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第 ５ 議案第 ２号 大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎町議会
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正する条例の制定について 
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提出について 
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   ５番 児 玉 孝 德           １１番 鷲 東 慎 一 

   ６番 稲 留 光 晴           １２番 吉 原 信 雄 

   ７番 神 﨑 文 男            
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４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 
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町 長 中 野 伸 一 
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教 育 長 穗 園 正 幸 
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水 道 課 長  川 越 龍 一 

         他関係職員 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 久 保 健一朗 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉原信雄議員） これより、令和８年第１回大崎町議会臨時会を開会し、直ち

に会を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、４番、富重幸博議員、５

番、児玉孝德議員を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（吉原信雄議員） 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 今期臨時会の会期は、お手元に配付してある日程案のとおり、本日１日間といた

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 行政報告 

○議長（吉原信雄議員） 日程第３「行政報告」を行います。これを許可します。 

○町長（中野伸一君） 令和８年第１回議会臨時会に当たりまして、諸般の行政報告を

いたします。 

 まず、保健福祉課関係でございます。 

医療確保プロジェクトの進捗状況につきまして御報告いたします。１２月定例会

におきまして、サテライト診療所希望の医療法人が玲心会であったことを報告して

おりますが、さらにその後の状況について御報告いたします。 

サテライト診療所設置運営等支援事業補助金の交付対象者として提出されました

計画書類等につきましては、事前に審査委員会を行うことになっておりますが、去

る１２月１８日に審査委員会を開催し、提出された書類の内容等の審査を行ってお

ります。審査委員会では、計画の概要と医療法人の代表者である春別府先生、及び

派遣される予定の医師の資格や経歴、補助金の希望内容、今後のスケジュール案、

建設予定地及び建物の詳細などが示されたところでございます。町内の医師や金融

機関の代表者などの委員からは、かかりつけ医として町内医師との連携を図るよう

要望をいただくなど、活発な意見のもと審査は行われ、最終的には対象者としてふ
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さわしいと判断されました。その結果をもとに、翌日、玲心会に対しまして採択の

通知を送付しております。 

補助金の申請につきましては、現在、土地の交渉中であるため、早くても４月以

降の申請になるとの情報から、当初予算において予算要求をさせていただく見込み

でございます。今後、さらに玲心会と協議を進めた上で、３月議会ではその詳細を

御説明させていただく予定でございます。住民の皆様が待ち望んでいる町内の医療

確保策が、また一歩進んだものと思っておりますし、私といたしましても前町長か

ら受け継いだ、この医療確保施策を継続して進めていくことが重要であると思って

おりますので、今後とも御協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

なお、大崎町永吉の医療法人坂元内科クリニックにつきましては、本年３月末を

もちまして閉院する旨、連絡がございましたので御報告いたします。 

次に、企画政策課関係でございます。 

企業立地の状況について御報告いたします。令和８年１月８日に、鹿児島県商工

労働水産部次長を立会人として、いちき串木野市に本社を置く鹿児島プロフーズ株

式会社と立地協定を締結いたしました。同社との立地協定につきましては、昨年の

１２月定例会において鶏糞ボイラープラントの設置について御報告させていただき

ましたが、このたび、麺類スープなどの食品用エキス工場の新設について立地協定

を締結いたしました。立地の場所は、大崎町持留１９６７の１番地で、現在の大崎

工場に接する町道の向かい側でございます。 

また、建物面積は約１,６９０平方メートルで、新規従業員数は７名、操業開始

は令和８年１０月を予定されております。なお、本町への新工場設置は、高速道路

の開通や志布志港活用の利便性、並びにエキス原料が大隅半島に集中しており鮮度

管理の重要性から、同社の谷山工場にあるエキス事業部を大崎工場に移転し、エキ

ス製造販売事業における物流の拠点にしたいとの意向を伺っております。今回の企

業立地が地域における雇用の創出はもとより、地域経済の浮揚発展に大きく貢献す

るものと期待しております。 

以上で行政報告を終わります。 

○議長（吉原信雄議員） これで、行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第１号 大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第４、議案第１号「大崎町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 
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○町長（中野伸一君） それでは、議案第１号につきまして御説明いたします。 

本案は、人事院勧告に伴う一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する

法律に基づき、一般職の職員の給料表、期末手当及び勤勉手当の支給率等の改定を

行うため、大崎町職員の給与に関する条例及び大崎町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。 

よろしく御審議賜り御可決くださるようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） 御説明いたします。 

本案は、人事院が国家公務員の給与に関し国会及び内閣に対して行った勧告に伴

い、国において給与法が改正されたことを受けまして、本町においてもこの勧告に

基づき、大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。 

改正の内容は、一般職の職員の給与について、初任給及び若年層に重点を置いた

給料月額の全体の引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給率を、それぞれ０.０２

５月分引き上げるものと、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の引き上げ、期

末手当及び勤勉手当の支給率を、それぞれ０.０２５月分引き上げるものでござい

ます。 

それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、１ページをお願いいたします。 

一般職の職員の給与について定めております大崎町職員の給与に関する条例でご

ざいます。右側が現行、左側が改正案で、アンダーラインの箇所が改正部分でござ

います。 

まず、第１条関係でございます。第９条は通勤手当の額についての規定でござい

ますが、第２項第２号は、自動車等使用者に対する支給月額に関する規定でござい

ます。同号ウの、使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満から、

スの片道６０キロメートル以上の支給額を距離に応じて引き上げるもので、同号ウ

中「７,１００円」を「７,３００円」に、同号エ中「１万円」を「１万４００円」

に、同号オ中「１万２,９００円」を「１万３,５００円」に、２ページをお願いい

たしまして、同号カ中「１万５,８００円」を「１万６,６００円」に、同号キ中

「１万８,７００円」を「１万９,７００円」に、同号ク中「２万１,６００円」を

「２万２,８００円」に、同号ケ中「２万４,４００円」を「２万５,９００円」に、

同号コ中「２万６,２００円」を「２万９,１００円」に、同号サ中「２万８,００

０円」を「３万２,３００円」に、同号シ中「２万９,８００円」を「３万５,９０

０円」に、同号ス中「３万１,６００円」を「３万８,７００円」に改めるものでご

ざいます。 

第１４条は宿日直手当の額についての規定でございますが、第１項は宿日直勤務
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に係る支給額に関する規定でございます。第１４条第１項中「４,４００円」を

「４,７００円」に、「６,６００円」を「７,０５０円」に改めるものでございま

す。 

３ページをお願いいたします。第１６条第２項は期末手当の額についての規定で

ございますが、職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員移管する規定

でございます。期末手当は６月期及び１２月期に支給されますが、６月期の分は巣

での支給済であるため、支給率を改定せず、１２月期の支給率を１００分の１２５

から「１００分の１２７.５」に改め、０.０２５月分引き上げるものでございます。 

また、管理職につきましては同様に、１２月期の支給率を「１００分の１０５」

から「１００分の１０７.５」に改め、０.０２５月分引き上げるものでございます。 

第３項でございますが、こちらは定年前再任用短時間勤務職員の期末手当に関す

る規定でございます。第２項と同じく、６月期の期末手当は既に支給済であるため、

支給率を改定せず、１２月期の支給率を「１００分の７０」から「１００分の７２.

５」に改め、０.０２５月分引き上げるものでございます。 

また、同様に、管理または監督の地位にある定年前再任用短時間勤務職員につき

ましては、１２月期の支給率を「１００分の６０」から「１００分の６２.５」に

改め、０.０２５月分引き上げるものでございます。 

第１７条第２項は、勤勉手当の額についての規定でございます。４ページをお願

いいたしまして、第１号は職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に関

する規定でございます。勤勉手当は６月期及び１２月期に支給されますが、６月期

の分は既に支給済であるため、支給率を改定せず、１２月期の支給率を「１００分

の１０５」から「１００分の１０７.５」に改め、０.０２５月分引き上げるもので

ございます。 

また、管理職につきましては同様に、１２月期の支給率を「１００分の１２５」

から「１００分の１２７.５」に改め、０.０２５月分引き上げるものでございます。 

第２号でございますが、こちらは定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当に関す

る規定でございます。第１号と同じく、６月期の勤勉手当は既に支給済であるため、

支給率を改定せず、１２月の支給率を「１００分の５０」から「１００分の５２.

５」に改め、０.０２５月分引き上げるものでございます。 

また、同様に、管理または監督に地位にある定年前再任用短時間勤務職員につき

ましては、１２月の支給率を「１００分の６０」から「１００分の６２.５」に改

め、０.０２５月分引き上げるものでございます。 

次に、４ページから１０ページまでは、行政職給料表の改定でございます。現行

から改正案の額に改定するものでございます。改定率につきましては、平均で３.
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３％の引き上げとなっております。 

具体的には、初任給を１万２,３００円程度引き上げるとともに、若年層に重点

を置きつつ、その他の職員につきましても給料月額を引き上げるものでございます。 

なお、改正後の大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

ては、令和７年４月１日に遡及して適用することを附則で規定しております。 

次に、１１ページをお願いいたします。第２条関係でございます。第１６条第２

項は、期末手当の額についての規定でございます。期末手当は６月期及び１２月期

に支給されますが、令和７年度の期末手当の支給率を令和８年度以降の支給率に改

定するものでございます。 

第１６条第２項は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に関する規定でござ

いますが、６月期の「１００分の１２５」及び１２月期の「１００分の１２７.５」

を「１００分の１２６.２５」に改めるものでございます。 

また、管理職につきましては、６月期の「１００分の１０５」及び１２月期の

「１００分の１０７.５」を「１００分の１０６.２５」に改めるものでございます。

これらは、令和８年度以降においても、６月期及び１２月期の期末手当の支給率が

均等になるように改めるものでございます。 

次に、第３項でございます。こちらは、定年前再任用短時間勤務職員に関する規

定でございますが、６月期の「１００分の７０」及び１２月期の「１００分の７２.

５」を「１００分の７１.２５」に改めるものでございます。 

また、管理または監督の地位にある定年前再任用短時間勤務職員につきましては、

６月期の「１００分の６０」及び１２月期の「１００分の６２.５」を「１００分

の６１.２５」に改めるものでございます。定年前再任用短時間勤務職員につきま

しても同様に、令和８年度以降、６月期及び１２月期の期末手当の支給率が均等に

なるように改めるものでございます。 

第１７条第２項は、勤勉手当の額についての規定でございます。１２ページをお

願いいたします。勤勉手当も、期末手当と同様に、令和７年度の勤勉手当の支給率

を令和８年度以降の支給率に改定するものでございます。 

第１７条第２項第１号は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に関する規定

でございますが、６月期の「１００分の１０５」及び１２月期の「１００分の１０

７.５」を「１００分の１０６.２５」に改めるものでございます。 

また、管理職につきましては、６月期の「１００分の１２５」及び１２月期の

「１００分の１２７.５」を「１００分の１２６.２５」に改めるものでございます。

これらは、令和８年度以降においても６月期及び１２月期の勤勉手当の支給率が均

等になるように改めるものでございます。 
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次に、２号でございます。こちらは、定年前再任用短時間勤務職員に関する規定

でございますが、６月期の「１００分の５０」及び１２月期の「１００分の５２.

５」を「１００分の５１.２５」に改めるものでございます。 

また、管理または監督の地位にある定年前再任用短時間勤務職員につきましては、

６月期の「１００分の６０」及び１２月期の「１００分の６２.５」を「１００分

の６１.２５」に改めるものでございます。定年前再任用短時間勤務職員につきま

しても同様に、令和８年度以降、６月期及び１２月期の勤勉手当の支給率が均等に

なるように改めるものでございます。 

なお、本条例は、令和８年４月１日から施行することを附則で規定しております。

１３ページをお願いいたします。第３条関係は、大崎町会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

第２５条は通勤に係る費用弁償についての規定でございますが、第２項は自動車

等使用者に対する支給日額に関する規定でございます。第３号の使用距離が片道１

０キロメートル以上１５キロメートル未満から、第１３号の片道６０キロメートル

以上の支給額を距離に応じて引き上げるもので、第３号中「３４０円」を「３５０

円」に、同項第４号中「４８０円」を「５００円」に、同項第５号中「６２０円」

を「６５０円」に、同項第６号中「７６０円」を「８００円」に、同項第７号中

「９００円」を「９４０円」に、１４ページをお願いいたしまして、同項第８号中

「１,０３０円」を「１,０９０円」に、同項第９号中「１,１７０円」を「１,２４

０円」に、同項第１０号中「１,２５０円」を「１,３９０円」に、同項第１１号中

「１,３４０円」を「１,５４０円」に、同項第１２号中「１,４２０円」を「１,７

００円」に、同項第１３号中「１,５１０円」を「１,８５０円」に改めるものでご

ざいます。 

なお、本条例は、令和７年４月１日から施行することを附則で規定しております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。 

○１１番（鷲東慎一議員） １点確認なんですが、本案件に対しては上位法の改定でス

ライド式で改定ということで理解しているんですけれども、そもそもの部分で本町

の給与水準というのは県内で比べたら最下位に近いぐらいの給与水準だというふう

に私はお聞きしたような気がするんですが、それは本当なのかどうかちょっとお聞

きしたい部分で、これはなんでいうかというと、前回、東町長にもお聞きしたとき

に、合併の後に経済状況が厳しかったと、本町が。そのときに給与水準をそのまま

維持したか絞ったかわかりませんけど、上げていないということで、確か答弁され

ていたと思います。それを踏まえた上で、本町は近隣から比べると給与水準が著し
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く低いんじゃないかという認識があるんですが、そのあたりは実際数字としてはど

うなのか。ラスパイレス指数も低いというのも伺っておりますけども、そこも含め

たお答えをいただきたいと思います。 

○町長（中野伸一君） ただいまの御質問につきまして、数値的なものにつきましては

総務課長が答弁いたします。 

○総務課長（宮本修一君） 大崎町職員の給与の水準に関する御質問だったかと思いま

すけれども、今現在のラスパイレス指数について、現状の状況を報告させていただ

きたいと思います。 

令和６年４月１日と令和７年４月１日を比較したものになりますけれども、令和

６年４月１日につきましては、大崎町のラスパイレス指数が９４.５、令和７年４

月１日につきましてが９５.７、１.２％上昇はしております。けれども、この９５.

７につきましては、２４町村中１１番目の数字でございます。 

以上です。 

○１１番（鷲東慎一議員） 町長が前、答弁したのは基本給が低いという意味合いだっ

たんですかね、各市町村と比べたら、近隣から比べたら。私、何が言いたいかとい

うと、やはり、当時財政状況が厳しかった部分で下げているのはその当時の判断だ

と思います。でも、現状、その当時からすると何十年、２０年以上たっているわけ

です。ということは、やはり近隣の水準と合わせたぐらいの給与水準に持っていく

のが妥当なんじゃないか。本来であれば、本町の場合は仕事量的に見ても近隣の市

町村と比べるとものすごく頑張っていらっしゃると思います、職員もですね。だか

ら、逆に上げてもいいんじゃないかなと思うぐらいと認識しているんですが、その

あたりの認識は本町としてはどう思っていらっしゃるのか、ちょっとお願いします。 

○町長（中野伸一君） ただいまの御質問につきましては、鷲東議員から大変職員のこ

とを慮っての御意見だと受け止めております。ありがとうございます。 

職員の給与水準につきましては、基本給は給料表は同じものを使っておりますの

で変わらないんですけれども、昇格基準であるとか昇給基準、そのようなところが

異なっているのかなと、若干、ほかの自治体との差があるのかなと思っております。

先ほどラスパイレス指数のこともございまして、職員組合や近隣の自治体の状況と

いうところの状況を見ながら、今おっしゃったような是正といいますか、そういう

ことができるのであればありがたいかなと思っております。 

また、是正した際には人件費とかそういう形で予算がまた上がってくると思いま

すので、その際にまた、議会の皆様方の御審議を賜りたいと考えております。 

以上でございます。 

○副町長（千歳史郎君） 町長に補足して御説明いたします。 
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昨年もそういう御質問をいただきました。東町長のほうも、やはり近隣と比べれ

ばちょっと低いということで、考えていきますということを言われました。それで、

職員組合との協議を１２月にいたしました。その中で、やはり近隣と比べれば、今

合ったように昇格基準とかそこらがちょっと大崎は低かったということで、職員組

合との協議の中で、来年１月１日は昇給になりますので、そこで昇給をさせようと

いうことで組合のほうとは妥協をしたところでございます。１年かけて調整をして

いくということでございます。 

以上でございます。 

○１１番（鷲東慎一議員） 是非ですねそういういい方向で持っていっていただきたい

なというふうに思います。これは正職以外の臨時職員も含めてですね、やはり考え

て是正していくべき、変えていくべきは変えていったほうがいいんじゃないかなと

思います。 

併せて、もう１つ、これはお願いじゃないですけど、これも委員会のときにいい

ましたけども、出張経費で高速を片道しか乗れないという大崎町は規定があります

よね。ほかの市町村は両方行っても帰っても近場でも高速を使っていいですよとい

う形なんです、議会もなんですけども。片道は高速に乗るけど、片道は乗らない、

下道を行く。やはり、こういう時間的なロスも含めた、職員も時間的な部分、高速

も含めたそのあたりの改定も、細かい部分ではありますけども、やはり考えていく

必要があるんじゃないかなと。これはお願いベースかもしれません。これも執行部

のほうでまた考えていただきたいなと思います。何か答弁があれば。 

○町長（中野伸一君） ただいまの件につきまして、ＥＣＴの活用だとか、高速道路も

野方インターも誘致活動をした経緯もございますので、是非、有効活用に向けて是

正をしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第１号は、会議規則第３９条

第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第１号「大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第１号「大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第２号 大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎町議会議員の報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

○議長（吉原信雄議員） 日程第５、議案第２号「大崎町町長等の給与等に関する条例

及び大崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（中野伸一君） それでは、御説明いたします。 

本案は、令和７年人事院勧告に伴う一般職の給与改定及び特別職の職員の給与に

関する法律の一部を改正する法律に基づき、町長、副町長、教育長及び議会議員の

期末手当の支給率の改定を行うため、大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎

町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を制定するも

のでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださるようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） 御説明いたします。 

本案は、人事院勧告に伴う一般職の給与改定及び特別職の職員の給与に関する法

律の字句を改正する法律に基づき、町長等の特別職に係る期末手当の支給率を引き

上げるものでございます。 

それでは、新旧対照表で御説明いたしますので、１ページをお願いいたします。

第１条関係につきましては、大崎町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する

条例でございます。これは、町長、副町長、教育長の給与等に関するもので、アン
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ダーラインの箇所が改正部分でございます。 

第２条第５項は、期末手当の額についての規定でございますが、この支給率を年

間０.０５月分引き上げるものでございます。１２月に支給する場合の支給率を

「１００分の１７２.５」から「１００分の１７７.５」に改めるものでございます。 

なお、この条例は令和７年４月１日から適用することを附則で規定しております。 

次に、第２条関係でございますが、同じく、町長、副町長、教育長の給与等に関

する条例の一部改正でございます。令和８年度以降の期末手当については、６月期

と１２月期の支給率が、同じ「１００分の１７５」と均等になるように改めるもの

でございます。 

なお、この条例は令和８年４月１日から適用することを附則で規定しております。 

次に、３ページをお願いいたします。第３条関係は、大崎町議会議員の報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

第５条第２項は、議会議員の期末手当の額についての規定でございますが、これ

も町長等と同じく、年間０.０５月分引き上げるものでございます。１２月期に支

給する場合の支給率を「１００分の１７２.５」から「１００分の１７７.５」に改

めるものでございます。 

なお、この条例は令和７年４月１日から適用することを附則で規定しております。 

次に、第４条関係でございます。同じく、大崎町議会議員の報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例でございます。令和８年度以降の期末手当につ

きましては、町長等と同様に、６月期と１２月期の支給率が同じ「１００分の１７

５」と均等になるように改めるものでございます。 

なお、この条例は令和８年４月１日から適用することを附則で規定しております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第２号は、会議規則第３９条

第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第２号「大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎町議会

議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は

原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第２号「大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎町議会議員の

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案の

とおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第３号 令和７年度大崎町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第６、議案第３号「令和７年度大崎町一般会計補正予算

（第６号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中野伸一君） 御説明いたします。 

本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,３７２万６,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を１５６億３,７５２万６,０００円にするものでございま

す。歳出の主なものは、国の強い経済を実現する総合経済対策による物価高対応子

育て応援手当支給事業に係る経費、国の人事院勧告に伴う人件費の増額、及び額の

確定に伴う国庫支出金返還金でございます。歳入の主なものは、歳出に伴う国庫支

出金の増、及び地方交付税の増でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（宮本修一君） それでは、御説明いたします。 

まず、歳出から御説明いたしますが、人件費につきましては、人事院勧告に伴う

調整が主なものでございますので説明を省略させていただきます。 

補正予算書の８ページをお願いいたします。 

款２総務費、項１総務管理費、目１４諸費２９９万６,０００円は、額の確定に

伴う過年度分子ども・子育て支援交付金返還金１４０万８,０００円と、過年度分

児童手当当交付金返還金１５８万８,０００円でございます。 

１１ページをお願いいたします。款３民生費、項２児童福祉費、目３物価高騰対
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応重点支援事業費につきましては、国の総合経済対策に伴う物価高対応子育て応援

手当支給事業に要する経費でございます。節１０需用費８万１,０００円は、支給

事務に要する消耗品費でございます。節１１役務費１６万９,０００円は、通知文

書等の発送に係る通信運搬費９万４,０００円と、口座振込に係る手数料７万５,０

００円でございます。節１８負担金，補助及び交付金３,３００万円は、物価高対

応子育て応援手当でございます。 

歳出の最後に予備費を載せてございますが、これは財源の調整によるものでござ

います。 

これで歳出の説明を終わりまして、次に歳入の主なものについて御説明いたしま

す。 

７ページをお願いいたします。款１１地方交付税、項１地方交付税、目１地方交

付税３,０００万円の増は、財源の調整でございます。 

款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金３,３２４万９,００

０円の増は、物価高対応子育て応援手当支給事業補助金でございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。議案第３号「令和７年度大崎町一

般会計補正予算（第６号）」について、何か質疑はありませんか。 

○１０番（中山美幸議員） まず、お伺いいたします。国の物価高騰に対する子育て応

援手当について、別添の付属資料いただいておりますが、それの事業内容のところ、

児童手当支給対象児童を養育する父母等に対してと書いてあります。非常に残念で

ありますが、いろいろな事情があって、例えば祖父母、そういった家庭もあろうか

と思うんですね、父母がいらっしゃらなくて。これは要項にうたってあるのかどう

かわかりませんが、説明だけの資料だったのかどうかわかりませんけども、こうい

う文言に対してはどういうことなのか、まず、それが１点。 

それと、国のほうで物価高騰の予算を支給をしているのがあるようですが、他の

光熱費、その他の食材、そういったものに対する助成、前回の一般質問でも若干お

伺いしましたが、それが支給がなされるような自治体もあろうかと思うんですが、

本町の場合は今回の補正予算、計上がないようですが、この２点についてどのよう

な措置をするのかお伺いいたします。 

○町長（中野伸一君） ただいまの御質問につきまして、まず１点目については福祉課

長が答弁いたします。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） それでは、物価高の子どもへの手当につきまして御説

明いたします。 

一応、国からの要項等で父母等というような表現をさせていただいておりますが、
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今おっしゃったようにいろんな家庭の事情がございまして、例えばＤＶであったり、

今後離婚調停中であるとか、そういった場合も必要な方に支給ができるように、こ

ちらのほうも確認を取りながら進めるということで、国のＱ＆Ａでも来ております

ので、そのような対応をさせていただきたいと思っております。 

以上です。 

○総務課長（宮本修一君） もう１点の、物価高騰対応重点支援事業の関係の御質問で

あったかと思いますけども、令和７年度の国の補正予算に対応する各自治体の補正

予算で、令和７年度で計上する自治体もあろうかと考えております。 

大崎町においては、その部分については令和８年度で予算計上する予定にしてお

りまして、具体的に例で申しますと、地域通貨の部分をオオサキポイント事業、１

人２万円程度のポイントを付与する計画で、今、予算を計上しているところでござ

います。 

以上でございます。 

○１０番（中山美幸議員） 今、総務課長のほうで、２万円程度のポイントをポイント

事業でというような話もございました。そのポイント事業には、この前の一般質問

でもいろいろと問題があるということでお話をしたわけですが、非常に残念ながら、

支給されたカードを捨てていらっしゃる方もあろうかというふうに、私自身が自分

の目で確認しておりませんのではっきりとしたことは言えませんが、情報によりま

すと、あるお店のレシートを捨てる場所に捨ててあったというような話もお伺いし

ております。そういったところを確認しないと、非常にまずいのかなと思います。

各個人にちゃんとその支給が行き渡らない部分があろうかと思いますので、確認を

しっかりとして支給するように要望しておきます。 

また、特に離婚調停中の支給については、また、それによって問題が発生する可

能性もございますよね。いろいろな問題があると思いますので、しっかりと確認を

してやっていただきたいということと、それと、３月３１日までの新生児というこ

とですが、別添の資料にもありますが、出産の手続をされた時点で、同時にできる

ということがありますので、それも住民を手間取りをさせないようにしっかりと担

当課では善処していただきたいというふうに申し上げておきます。 

以上です。 

○議長（吉原信雄議員） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３号は、会議規則第３９条
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第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３号「令和７年度大崎町一般会計補正予算（第６号）」に

ついては原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３「令和７年度大崎町一般会計補正予算（第６号）」については

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第４号 令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第３号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第７、議案第４号「令和７年度大崎町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第３号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（中野伸一君） 御説明いたします。 

本案は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２３８万５,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億８,５８８万４,０００円とす

るものでございます。 

今回の補正は、令和７年人事院勧告並びに会計年度任用職員の配置換えに伴いま

す人件費の補正でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださるようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○保健福祉課長（岩元貴幸君） それでは、御説明いたします。 

今回の補正は、会計年度任用職員の人件費に係るものでございますが、人事院勧

告に伴う増額補正及び配置換えに伴う減額補正によりまして、結果、減額の補正と

なっております。 
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まず、歳出から御説明いたしますので、補正予算書の７ページをお開きください。 

款４保健事業費、項１保健事業費、目１保健衛生普及費、節１報酬から節８旅費

までの２５４万５,０００円の減は、会計年度任用職員の配置換えに伴う人件費の

減でございます。項２特定健康診査等事業費、目１特定健康診査等事業費、節１報

酬から節８旅費までの１６万円の増は、こちらも会計年度任用職員の人件費でござ

いますが、人事院勧告に伴う増額分と実績に伴う補正によるものでございます。 

以上で歳出を終わりまして、次に歳入を御説明いたします。６ページを御覧くだ

さい。 

款４県支出金、目１県補助金２３８万５,０００円の減は、県繰入金の実績見込

みに伴う減でございます。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。議案第４号「令和７年度大崎町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」について、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４号は、会議規則第３９条

第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４号「令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）」については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４号「令和７年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）」については原案のとおり可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第５号 令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第８、議案第５号「令和７年度大崎町水道事業会計補正

予算（第２号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中野伸一君） 御説明いたします。 

本案は、収益的支出の予定額を２億４,２７６万４,０００円に、資本的支出の予

定額を１億８,８５５万４,０００円とするものでございます。 

補正の内容としましては、人事院勧告に伴う人件費の補正増でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（川越龍一君） それでは、御説明いたします。 

ただいま町長の提案理由にもございましたが、今回の補正は人事院勧告に伴う職

員及び会計年度任用職員の給与月額改定に伴う補正増でございます。 

参考資料で御説明いたしますので、補正予算書の１１ページをお願いします。 

はじめに、収益的支出でございます。第１款水道事業費用、項１営業費用が１０

５万８,０００円の増額ですが、その内訳は、目１原水及び上水費が１２万２,００

０円の増、目２配水及び給水費が３２万３,０００円の増、目３総係費が６１万３,

０００円の増であり、節の給与と手当は職員分、報酬は会計年度任用職員分でござ

います。 

次に、１２ページをお願いいたします。資本的支出でございます。款１資本的支

出、項１建設改良費、目１建設改良事業費５万４,０００円の増は、人事院勧告に

基づく工務係職員の給与月額改定に伴う給与と手当の補正増でございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。議案第５号「令和７年度大崎町水

道事業会計補正予算（第２号）」について、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第５号は、会議規則第３９条

第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 
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よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第５号「令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号）」

については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第５号「令和７年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号）」につ

いては原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第６号 令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（吉原信雄議員） 日程第９、議案第６号「令和７年度大崎町公共下水道事業会

計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中野伸一君） 御説明いたします。 

本案は、収益的支出の予定額を２億４５４万５,０００円にするものでございま

す。 

補正の内容としましては、人事院勧告に伴う人件費の補正増でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（川越龍一君） それでは、御説明いたします。 

補正予算書の３ページの参考資料をお願いいたします。 

収益的支出の補正でございます。第１款下水道事業費用、第１項営業費用、目３

総係費、節給与の２６万円の増額は、下水道管理係の職員２名分の人事勧告に伴う

給与月額の増額によるものでございます。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。議案第６号「令和７年度大崎町公

共下水道事業会計補正予算（第２号）」について、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 
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よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第６号は、会議規則第３９条

第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第６号「令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算（第

２号）」については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第６号「令和７年度大崎町公共下水道事業会計補正予算（第２号）」

については原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 発議第１号 ふるさと納税制度の在り方に関する意見書（案）の提出に

ついて 

○議長（吉原信雄議員） 日程第１０、発議第１号「ふるさと納税制度の在り方に関す

る意見書（案）の提出について」を議題といたします。 

趣旨説明を求めます。 

○１０番（中山美幸議員） 発議第１号、ふるさと納税制度の在り方に関する意見書

（案）の提出について。 

大崎町議会議長、吉原信雄殿。 

提出者、大崎町議会議員、中山美幸。 

令和８年１月１６日。 

ふるさと納税制度は、納税者が自らの意思により応援したい自治体を選び、地域

振興や地方創生に参画できる制度として、地方自治体にとって重要な役割を担って

おります。２０２６年度税制改正大綱原案において、寄附者個人の所得や寄附金額

に新たな上限を設けることを検討すべきとの議論がなされており、こうした制度改

正は、寄附者の自由意思を損なうとともに、地方自治体の自主性や財源確保に影響
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を及ぼすことが懸念されます。 

つきましては、本議会において、地方自治法第９９条の規定に基づき、ふるさと

納税制度において寄附者の上限を設けないことを国に求める意見書について、御審

議の上、衆議院議長、額賀福志郎氏、参議院議長、関口正和氏、内閣総理大臣、高

市早苗氏、総務大臣、林芳正氏、財務大臣、片山さつき氏宛に提出されるよう要望

するものです。 

なお、意見書案につきましては、別紙添付のとおりであります。 

よろしく御審議、御可決くださりますようよろしくお願いいたします。 

○議長（吉原信雄議員） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第１号は、会議規則第３

９条第３項の規定により、委員会付託を省略します。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより、採決に入ります。 

お諮りします。発議第１号「ふるさと納税制度の在り方に関する意見書（案）の

提出について」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、発議第１号「ふるさと納税制度の在り方に関する意見書（案）の提出に

ついて」は原案のとおり可決されました。 

なお、ここでさらにお諮りします。 

ただいま可決されました意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総

務大臣、財務大臣宛に提出されたいとの要望であります。町議会議長名をもって、

それぞれ関係各機関宛に提出することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉原信雄議員） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま可決されました意見書は、町議会議長名をもって、それぞれ関

係各機関宛に提出することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（吉原信雄議員） 以上をもって、本日の日程の全部を終了し、本臨時会の全日

程を終了いたしましたので、令和８年第１回大崎町議会臨時会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時５７分 




